
国民健康保険税賦課限度額改定の考え方

① 賦課限度額は、法定限度額のとおり設定する。

○法定限度額及び川越市賦課限度額（平成３０年度課税分）

※法定限度額は、平成 30年 3月 31日公布の地方税法施行令の改正により改定。

○法定限度額及び川越市賦課限度額の推移は、別紙「川越市国民健康保険税の

税率等の推移」のとおり。

○「埼玉県国民健康保険運営方針」における位置づけ

平成２９年度に策定され、平成３０年度から運用されている埼玉県国民健

康保険運営方針（別紙 同方針抜粋）では、賦課限度額は法定額のとおり設

定し、県内どこでも同じ賦課限度額となることを目指すとしている。

○県内市の賦課限度額の状況（平成３０年度課税分）

法定限度額（改定内容※）川越市限度額 差額

① 基礎課税額分 ５８万円（４万円増） ５４万円 ▲４万円

② 後期高齢者支援金等

課税額分
１９万円（改定なし） １９万円 なし

③ 介護納付金課税額分 １６万円（改定なし） １６万円 なし

合 計 ９３万円 ８９万円 ▲４万円

賦課限度額 該当市数 改定を予定している年分

９３万円（法定限度額） ２市（5.0%） ―

８９万円 川越市該当 ２９市（72.5%） 平成３１年度分 ２９市

平成３２年度分以降 ３市

未定 ６市８８万円以下 ９市（22.5%）

合 計 ４０市 平成 30年 5月 10日現在
（平成 30年 4月川越市調査）

資料１



川越市国民健康保険税の税率等の推移

税率 均等割額 限度額
法定限
度額

税率 均等割額 限度額
法定限
度額

税率 均等割額 限度額
法定限
度額

税率
（介護あり）

均等割額
（介護あり）

税率
（介護なし）

均等割額
（介護なし）

限度額
法定限
度額

（％） （円） （万円） （万円） （％） （円） （万円） （万円） （％） （円） （万円） （万円） （％） （円） （％） （円） （万円） （万円）

Ｈ１１ 7.80 9,600 42 53 Ｈ１１ 7.80 9,600 42 53
(S62～) (H3～) (H3～) (S62～) (H3～) (H3～)

Ｈ１２ 48 1.00 7,600 7 7 Ｈ１２ 8.80 17,200 55 60

Ｈ１３ Ｈ１３

Ｈ１４ 9.55 14,100 51 1.40 9,000 Ｈ１４ 10.95 23,100 9.55 14,100 58

Ｈ１５ 21,150 53 8 Ｈ１５ 30,150 21,150 60 61

Ｈ１６ 28,200 Ｈ１６ 37,200 28,200

Ｈ１７ Ｈ１７

Ｈ１８ 9 Ｈ１８ 62

Ｈ１９  56 Ｈ１９ 65

Ｈ２０ 7.35 21,800 41 47 2.20 6,400 12 12 Ｈ２０ 68

Ｈ２１ 10 Ｈ２１ 69

Ｈ２２ 44 50 13 8 Ｈ２２ 64 73

Ｈ２３ 47 51 14 10 12 Ｈ２３ 69 77

Ｈ２４ 49 13 11 Ｈ２４ 73

Ｈ２５ 51 14 12 Ｈ２５ 77

H２６ 16 14 H２６ 81

H２7 52 16 17 14 16 H２7 81 85

H２８ 52 54 17 19 16 H２８ 85 89

H２９ 54 19 H２９ 89

H３０ 58 H３０ 93

※太字は最終改訂（実質的な最終改訂含む）。 平成30年4月1日現在

基礎課税（医療保険）分 後期高齢者支援金等分
（平成２０年度から）

介護納付金分　(平成１２年度から)
４０～６４歳

合計（医療＋支援金＋介護）

年度 年度

 



埼玉県国民健康保険運営方針（抜粋）
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